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東北大学学術資源研究公開センター史料館公文書室利用等要項 新旧対照表 

 

（傍線部分は改正部分）                                                            

 

改正後 

 

改正前 

 

備考 

 

（写しの交付の方法等） 

第１９条 ［略］ 

２ ［略］ 

一 文書又は図画 

イ ［略］ 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格 X０６０６及び X６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの

光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写した

もの 

ホ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本産

業規格 X６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 

二 電磁的記録 

イ ［略］ 

ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日本産業規格 X０６０

６及び X６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 

ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日本産業規格 X６２４

１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。）に複写したもの 

３～５ ［略］ 

 

第２０条～第２４条 ［略］ 

 

（レファレンス） 

第２６条 公文書室は、特定歴史公文書等の効果的な利用を確保するため、レ

ファレンスを行うものとする。ただし、鑑定の依頼、文書の解読・翻訳等、

公文書室の業務として情報提供することが適当でないと認められる場合はこ

の限りでない。 

２ ［略］ 

 

 

（写しの交付の方法等） 

第１９条 ［同左］ 

２ ［同左］ 

一 文書又は図画 

イ ［同左］ 

ロ ［同左］ 

ハ ［同左］ 

ニ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本工

業規格 X０６０６及び X６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの

光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写した

もの 

ホ スキャナ等により読み取ってできた電磁的記録を光ディスク（日本工

業規格 X６２４１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 

二 電磁的記録 

イ ［同左］ 

ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日本工業規格 X０６０

６及び X６２８１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に複写したもの 

ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク（日本工業規格 X６２４

１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生す

ることが可能なものに限る。）に複写したもの 

３～５ ［同左］ 

 

第２０条～第２４条 ［同左］ 

 

（レファレンス） 

第２６条 公文書室は、特定歴史公文書等の効果的な利用を確保するため、次

に掲げるレファレンスを行うものとする。ただし、鑑定の依頼、文書の解読・

翻訳等、公文書室の業務として情報提供することが適当でないと認められる

場合はこの限りでない。 

２［同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

 

前回の改正の際、レファレンスの各号を削除し

た（第 26 条）が、合わせて修正すべきであっ

た各号を指し示す「次に掲げる」の字句の削除

が漏れていたため、当該字句を削除するもの。 
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別表（第１９条関係） 
 

一  文書又は図画

（法第１６条第３項

の規定に基づく利用

のために作成された

複製物を含む。） 

 

 

 

 

イ ［略］ ［略］ 

ロ ［略］ ［略］ 

ハ ［略］ ［略］ 

ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８

１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスク

(CD-R)の再生装置で再生することが可能なもの

に限る。）に複写したものの交付（法第１６条第３

項の規定に基づく利用のために作成された複製

物に限る。） 

［略］ 

ホ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本産業規格Ｘ６２４１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスク（DVD-R)の再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に

複写したものの交付（法第１６条第３項の規定に

基づく利用のために作成された複製物に限る。） 

［略］ 

二  電磁的記録（法

第１６条第３項の規

定に基づく利用のた

めに作成された複製

物を含む。） 

 

 

イ ［略］ ［略］ 

ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク

（日本産業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能なものに限る。）に複写した

ものの交付 

［略］ 

ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク

（日本産業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したものの交付 

［略］ 

別表（第１９条関係） 
 

一  文書又は図画

（法第１６条第３項

の規定に基づく利用

のために作成された

複製物を含む。） 

 

 

 

 

イ ［同左］ ［同左］ 

ロ ［同左］ ［同左］ 

ハ ［同左］ ［同左］ 

ニ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８

１に適合する直径１２０ミリメートルの光ディスク

(CD-R)の再生装置で再生することが可能なもの

に限る。）に複写したものの交付（法第１６条第３

項の規定に基づく利用のために作成された複製

物に限る。） 

［同左］ 

ホ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録

を光ディスク（日本工業規格Ｘ６２４１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスク（DVD-R)の再

生装置で再生することが可能なものに限る。）に

複写したものの交付（法第１６条第３項の規定に

基づく利用のために作成された複製物に限る。） 

［同左］ 

二  電磁的記録（法

第１６条第３項の規

定に基づく利用のた

めに作成された複製

物を含む。） 

 

 

イ ［同左］ ［同左］ 

ロ 電磁的記録として複写したものを光ディスク

（日本工業規格Ｘ０６０６及びＸ６２８１に適合する

直径１２０ミリメートルの光ディスクの再生装置で

再生することが可能なものに限る。）に複写した

ものの交付 

［同左］ 

ハ 電磁的記録として複写したものを光ディスク

（日本工業規格Ｘ６２４１に適合する直径１２０ミ

リメートルの光ディスクの再生装置で再生するこ

とが可能なものに限る。）に複写したものの交付 

［同左］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 

 

 

 

 

ガイドライン改正に基づき改正するもの。 
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